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絆

令和７年中の特殊詐欺認知状況（３月末暫定値）

認知件数（県） ３８７ 件 被害額 約１３億６,３９５万円

TOPIC コンビニ通報制度（CAT）始動

※被害額については、キャッシュカード手渡し型被害による事後引き出し額を含む。千円以下は切り捨て

電子マネーを買って番号教えて＝詐欺

架空料金請求詐欺（※）の多くは、電子マネーの利用権を
だまし取る手口です。４月１日から、愛知県コンビ二エンス
ストア防犯対策協議会と連携し、コンビ二エンスストアで
電子マネーを購入するお客様が一定の基準を超える場合
110番通報する制度（通称：CAT）が始動しています。
ご協力をお願いします。

コンビニエンスストア関係者の
皆様、特殊詐欺被害防止に多大
なご協力ありがとうございます。

特殊詐欺未然防止阻止者の割合
（愛知県 令和7年３月末）

電子マネー何に使うの？

キ ャ ッ ト

※架空料金請求詐欺
未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし金銭等をだまし取るもの。

例）「サイト料金が未納」と電話やメールがあり、電子マネー等を購入させる
例）パソコン使用中に警告画面が表示され、サポートセンター等に
電話をすると、修理や保証名目で電子マネー等の購入を指示される
＊＊最近では暗号資産の購入を指示されることも＊＊


